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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１０月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者死亡 

発生日時 平成２７年８月２３日 １１時０３分ごろ 

発生場所 宮崎県串間
く し ま

市都井
と い

岬南方沖 

 都井岬灯台から真方位２２０°１.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°２１.３′ 東経１３１°２０.０′） 

事故の概要  プレジャーボート海星
かいせい

丸は、錨泊作業中、同乗者２人が落水し、１

人が死亡した。 

事故調査の経過  平成２７年８月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート 海星丸、３.１トン 

 ２９５－３１０５５宮崎、個人所有 

 ８.３７ｍ（Lr）×２.６７ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１０２.９７kＷ、平成２年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１１年８月６日 

  免許証交付日 平成２５年８月２３日 

（平成３１年８月５日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ６６歳 

 操縦免許 なし 

同乗者Ｂ 男性 ６５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５８年１２月１日 

  免許証交付日 平成２４年１２月３日 

（平成３０年１１月３０日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向東南東、波高約２～３ｍ、海面水温 約２８℃ 

宮崎県日南・串間地区には、８月１９日１６時４７分に波浪注意報

が発表され、本事故時も継続中であった。 
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本事故当時、関東の南東沖に台風１６号（９５０hＰａ）、九州の南

西沖に台風１５号（９５０hＰａ）があった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り仲間の同乗者Ａ及び同乗者Ｂ

を乗せ、平成２７年８月２３日０７時００分ごろ都井岬南方沖で錨泊

して釣りを始めた。 

 船長は、波高約２ｍ、周期約１０秒のうねりが南東方から来る上に

釣果がないので、鹿児島県志布志
し ぶ し

市志布志港沖にある枇榔
び ろ う

島に移動し

て釣りを再開した。 

 船長は、釣りを始めた頃、小波があったものの、次第に穏やかにな

ってきたので、都井岬南方沖のうねりも小さくなっているであろうと

予想して都井岬南方沖に戻ることとした。 

 船長は、都井岬の西方沖約３００ｍのところで停船し、約１０分間

うねりの様子を見たところ、波高約２ｍのうねりがなくなっているこ

とを知った。 

本船は、１１時００分ごろ都井岬南方沖にある折
おり

瀬
せ

と黄金
おうごん

瀬
せ

の中間

付近で船首を北東方に向け、同乗者Ａが船首部から錨を投下して錨泊

を始める準備をしながら、‘甲板から１段上がった台’（以下「作業

台」という。）に立っていたとき、また、同乗者Ｂが操舵室前にクー

ラーボックス（高さ約０.５ｍ）を置いて腰を掛けていたとき、右舷

側から高さ約３ｍのうねりを受けて左舷側に大きく傾き、１１時０３

分ごろ同乗者２人が落水した。 

船長は、操舵室の椅子に腰を掛けた状態で操舵室の天井の高さを越

す波を受けた後、甲板上に同乗者２人の姿が見えなかったので落水し

たと思い、船上から周囲を見回して右舷側の海上に浮かんでいた同乗

者２人を発見した。 

船長は、本船から約１０ｍ離れた同乗者Ａに救命浮環を投げ、同乗

者Ａが左手を救命浮環に入れたのを確認し、次に約５ｍ離れた同乗者

Ｂに丸いプラスチックの浮きを投げた。 

船長は、浮きを抱えて本船の右舷側に泳いで来た同乗者Ｂを引き揚

げることができなかったので、船尾のプロペラ点検用ハッチ（約０.

４ｍ×約０.５ｍ、以下「本件開口部」という。）を開け、そこからア

ウトドライブ装置のチルトアップ機能を利用して同乗者Ｂを引き揚げ

た。 

船長は、次に同乗者Ａを救助しようと思い右舷側の海面を見たとこ

ろ、救命浮環の横で、浮環から左手が抜けてうつ伏せ状態の同乗者Ａ

を見た。 

船長は、海上保安庁に救助を要請しようとしたが、緊急時の電話番

号を思い出せなかったので、知り合いの釣具店に電話して海上保安庁

への通報及び救助の要請を頼んだ。 

船長は、同乗者Ｂの操船で本船を同乗者Ａに近づけ、ボートフック
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（鉤
かぎ

付きの棒）で船尾に引き寄せ、同乗者Ｂの手を借りて船尾の本件

開口部から同乗者Ａを引き揚げた。 

船長は、船上で、同乗者Ａに心肺蘇生法を施しながら海上保安庁か

らの連絡を待った。 

本船は、その後、近くの港に入るよう海上保安庁から指示を受け、

串間市黒井港に入港し、同乗者Ａが病院に搬送された。 

同乗者Ａは、溺水による死亡と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生場所概略図（拡大

図）、写真１ 本船船首部の状況、写真２ 本件開口部 参照） 

 その他の事項 船長及び同乗者２人は、出港時には救命胴衣を着用していたが、暑

かったので、同乗者２人は枇榔島南方沖から都井岬南方沖の釣り場に

戻る途中に救命胴衣を脱いでいた。 

本船は、ブルワークの高さは中央部で甲板から約０.３９ｍ、作業

台においては、約０.１５ｍであった。 

船長は、同乗者Ａが作業台に立ち、錨爪が海底の岩に掛かっている

か錨索を引っ張って確認しているのを操舵室から見ていたとき、右舷

側から高さ約３ｍのうねりを受け、本船が傾斜したことで体勢を崩し

て同乗者Ａから目を離した後、船首方を見たところ、同乗者Ａの姿が

見えなかった。 

同乗者Ｂは、操舵室前壁に接してクーラーボックスを置き、それに

腰を掛けて弁当を食べていたとき、落水した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 同乗者Ａの死因は、溺水であった。 

 本船は、都井岬南方沖において錨泊作業中、右舷側から高さ約３ｍ

のうねりを受けたことから、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが落水し、船上の

船長が浮環を投げ、同乗者Ａが左手を入れたことを確認し、本船に泳

いできた同乗者Ｂを救助後、同乗者Ｂと一緒に同乗者Ａを救助したも

のの同乗者Ａが溺水したものと考えられる。 

 同乗者Ａが、救命胴衣を着用していれば、溺水を防げた可能性があ

ると考えられるが、溺水に至った状況を明らかにすることはできなか

った。 

原因 本事故は、本船が、都井岬南方沖において錨泊作業中、右舷側から

高さ約３ｍのうねりを受けたため、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが落水した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、乗船者が救命胴衣等を着用するよう努めること。 
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 ・ブルワークの低い船には、落水防止用の手すり等を設置すること

が望ましい。  
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年８月２３日 １１時０３分ごろ発生） 
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宮崎県 

 

 

串間市 

都井岬 

枇榔島 

鹿児島県 志布志市 

都井岬灯台 

黒井港 
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付図２ 事故発生場所概略図（拡大図） 
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写真１ 本船船首部の状況 

 

 

 

 

写真２ 本件開口部 

 

 

 

 

船長は、アウトドライブ装

置のチルトアップ機能を利

用して落水者を本件開口部

から引き揚げた。 

（写真はチルトアップした

状態） 

同乗者Ａは、作業台に

立って船首部から落と

した錨の錨索を引っ張

っていた。 

甲板 

約０.１５ｍ 

約０.３９ｍ 

作業台 


